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「札幌市役所本庁舎で使用する電力」に関する質問と回答
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1

【燃料費等調整について】
弊社では燃料費調整による料金単価の調整を行っておりません。
燃料費調整を行わないことで、燃料市況の変動による料金変動リスクを
抑制でき、請求金額が固定化されることから、予算管理や事務処理の簡
素化に寄与すると考えております。
本件入札においては燃料費調整を考慮しない前提と承知しております
が、弊社のように燃料費調整を行っていない事業者が落札した場合、実
際の請求においても燃料費調整を行わないことについてご承諾いただけ
ますでしょうか。

2026年6月10日

本件調達において、電気料金の請求は一般送配電事業者の燃
料費調整等を採用して算出することとしているため、各小売
電気事業者独自の燃料費調整制度や、燃料費調整を行わない
事業者は契約できません。【契約書(案)第11条第２項第２号】

2

【料金単価変更の協議について】
弊社は当該地域管轄電力会社と結んでいます契約内容(電気需給約款、託
送供給約款)に基づいて入札金額(入札単価)を決定している為、世界情勢
や金融・燃料費変動によって入札時との状況の変化が発生し、当該地域
を管轄する電力会社(一般送配電事業社を含む)による託送供給約款等の変
更が行われた場合、契約料金単価変更の協議は行っていただけますで
しょうか。

2026年6月10日

契約書(案)第12号において、「一般送配電事業者の定める託送
供給等約款の改定により契約条件が著しく不適当となった場
合は、協議のうえ契約の変更をすることができる。」としてお
りますので、ご質問の場合には協議が可能です。

3

【お支払いについて】
弊社では電気料金のお支払いを請求書がお手元に届いてから30日以内に
銀行振込にてお願いをしているのですが、ご対応いただく事は可能で
しょうか。

2026年6月10日

札幌市は受注者から計量結果の通知を受けたあと10日以内に
検査を行い(契約書第９条)、受注者は検査の合格をもって電気
料金の請求をすることができ、札幌市はこの請求から30日以
内に電気料金を支払います(契約書第11条)。
計量結果の通知と請求を同時に行うことが多いと思います
が、検査に合格するまでは支払い義務は生じないことになる
ため、検査完了までの日数として、最大10日の遅れが生じま
す。（計量結果の通知を事前に行い、検査合格のあとに請求
書を送付いただいた場合は、30日以内に銀行振込をすること
ができます。）
なお、実務ではできるだけ早期の支払いとなるように事務処
理を心がけており、令和７年度は請求書が到達してから支払
日までの期間は、平均16日でした。

4

【必要書類の郵送について】
入札書等の提出書類郵送時に関して、書留郵便にてと記載がございます
が、「レターパック」もしくは「レターパックプラス」を用いて送付す
ることは可能でしょうか。

2026年6月10日

本件入札の告示や仕様書において、書留郵便の利用を指定す
る記載はしておりません。
また、札幌市契約規則第９条第２項では、「書留郵便又はこ
れに相当するものにより送付することができる。」としていま
すので、レターパック等を用いて送付することは可能です。

5 【入札書の日付について】
入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。

2026年6月10日 入札書作成日です。【入札告示２(５)】

6
【内訳書の封入方法】
入札書と同封してよろしいでしょうか。同封する場合、留め方や箇所、
割り印等の指定はございますでしょうか。

2026年6月10日 入札書に添付のうえ、同封してください。綴じ方や割印の有
無に関する指定はなく、任意としております。
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7

【契約保証金について】
契約保証金につきまして、過去2年間に官公庁と種類及び規模をほぼ同じ
くする契約を複数回締結している場合は、契約保証金の免除対象となる
との認識でおります。
つきましては、当該免除の適用を受けるにあたり、契約書の写し等の実
績資料を事前に提出する必要があるかご教示いただけますでしょうか。
また、提出が必要な場合は、提出書類や提出方法についても併せてご教
示いただけますと幸いです。

2026年6月10日 契約保証金免除に関する書類は、開札後に落札者に限って提
出していただきますので、入札前の提出は不要です。


